
新型コロナウイルス感染症の影響による減免要件の簡易フロー図
（国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料）

保険税（料）の支払いが困難

主たる生計維持者の収入（事業・不動産・山林・給

与）が前年と比べ３０％以上減少する見込みである。

①

②

③

※「主たる生計維持者」とは国民健康保険税と後期高齢者医療保険料では、

「属する世帯主」であることを原則としています。

※ 介護保険料は、②の要件を問いません。

申請により、全部もしくは一部が減免となります。


